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�本書について�

　本書は、関東運輸局管内の指定自動車整備事業者が記載・交付する指定整備
記録簿及び保安基準適合証等の記載漏れ・誤記等をなくすことを目的とし、関
係法令・通達等をまとめた書籍です。
　誠に恐縮ですが、改正等により本書の内容と運輸支局等からの指導が異なる
場合があります。その場合、指導に基づいて記録簿等を記載するとともに、本
書へは加筆等行い、活用していただきますようお願いいたします。

◎�指定自動車整備事業者は、国の行う自動車検査を事業者の責任において行う
重要な業務を担っている。従って、指定整備記録簿及び保安基準適合証等の
記載・発行を適正に行う必要がある。しかしながら、監査において下表のよ
うな結果となっている。

　［参考：平成 29 年度指定事業者の監査結果 抜粋］

項目 監査事業場数と監査の結果

延べ監査事業場数 3,272

延べ法令違反事業場数
（うち支局長警告及び口頭警告）

310
（298）

法令違反事業場の指摘内容の割合（複合計上）

指定記録簿の記載及び保存状況 32.5％

保適及び保適標章の交付状況 31.2％

◎�編集部で必要事項を抜粋し、以下の項目を収録した。
　序　章　同一性の確認
　　　　　車検期間と定期点検間隔・自賠責保険早見表
　　　　　高圧ガスを燃料とする自動車（ＬＰガス、ＣＮＧ車）の検査
　　　　　関係法令と行政処分
　第１章　指定整備記録簿の記載要領
　第２章　保安基準適合証等の記載要領
◎�なお、具体的な検査基準については弊社発行「自動車検査ハンドブック」及
び規程原文を収録した「保安基準と審査事務規程と解説」を参照のこと。
　�また、LPガス及びCNG自動車を除き、自動車の点検・整備方法についても
収録していない。自動車点検基準以外の具体的な点検・整備方法については
各自動車メーカー発行の技術資料を参照のこと。

平成 30 年９月　編集部
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記録簿の記載要領全般

※	編注：具体的な点検及び整備方法については各自動車メーカー発行の技術資
料参照。
◎	すべての指定整備記録簿について、管理者（検査部門及び作業部門を統制す
る職にある者）は必ずその記載状況を確認するとともに、指定整備車に係わ
る各段階の検査記録、作業指示書、部品伝票、料金請求書との照合も随時行い、
常に実態の把握を怠らないようにすること。〈保適に関する不正行為の防止・２〉

１ 法令で定める記録簿への記載事項

◎	指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基
準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる
事項を記載しなければならない。〈法・94条の６－１項〉

　①	車名及び型式
　②車台番号
　③原動機の型式
　④	自動車登録番号又は車両番号
　⑤	点検及び整備並びに検査の概要
　⑥検査の年月日
　⑦自動車検査員の氏名
　⑧	保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号

〈指定規則・10条〉

　⑨依頼者の氏名又は名称及び住所

［記録簿の記載要領全般］
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ギヤ･ボックスの機能
■かじ取り装置

厳しい使われ方を
する車の点検項目

ナックル又はかじ取車
輪の旋回作動

倍力装置の機能
■制動装置

リム又はホイール・デ
ィスクの損傷

■走行装置

シャシばねの緩衝能力
■緩衝装置

ショック・アブソーバ
の緩衝能力

クラッチの断続機構の
機能

■動力伝達装置

トランスミッションの
変速機構の機能
トランスファの動力分
配機構の機能
プロペラ・シャフトの
回転時の状態
ドライブ・シャフトの
回転時の状態

■原動機の運転状態

☆ドラムとライニングと
　のすき間
☆ブレーキシューの檝動
　部分､ライニングの摩耗

ベルトの緩み､損傷

■パワー･ステアリング

★取付けの緩み

オイルの漏れ

オイルの量

☆◎スパーク･プラグの状態

■点火装置

点火時期
ディストリビュータの
キャップの状態

■バッテリ､電気配線
ターミナル部の緩み、
腐食による接続不良
電気配線の接続部の緩
み､損傷

■エンジン
排気ガスの色

CO､HCの濃度
☆エア･クリーナエレメン
　トの汚れ､詰まり､損傷

●CO､HC濃度
　（アイドリング時）

CO

HC
％

ppm

●タイヤの溝の深さ
　（1.6mm以上）

●ブレーキ･パッド､
　ライニングの厚さ

前輪

前輪

後輪

後輪

左

左

左
左

右

右

右

右

mm
mm

mm

mm

mm
mm

mm

mm

自動車分解整備事業者の

氏 名 又 は 名 称

事 業 場 の 所 在 地

認 証 番 号

（指 定 番 号）

第

（第

号

号）

点 検 の 年 月 日

整 備 完 了 年 月 日

点検（整備）時の総走行距離

整備主任者の氏名

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

km

ファンベルトの緩み､
損傷

■冷却装置

冷却水の漏れ

■燃料装置
燃料漏れ

■ばい煙､悪臭のあるガス､有
　害なガス等の発散防止装置
メターリング・バルブ
の状態

ブローバイ・ガス還元
装置の配管の損傷

燃料蒸発ガス排出抑止
装置の配管等の損傷

チャコール・キャニス
タの詰まり､損傷

燃料蒸発ガス排出抑止装置
のチェック･バルブの機能

触媒反応方式等の排出ガス減
少装置の取付けの緩み､損傷

二次空気供給装置の機
能

排気ガス再循環装置の
機能

減速時排気ガス減少装
置の機能

一酸化炭素等発散防止装
置の配管の損傷､取付状態

操作具合

■ハンドル

遊び､がた

遊び

■ブレーキ･ペダル

踏み込んだときの床板
とのすき間
ブレーキの効き具合

★ホイール･アライメン
　ト

■かじ取り車輪

損傷､オイルの漏れ

■ショック･アブソーバ

取付部､連結部の緩み､
がた､損傷

■サスペンション

☆ディスクとパッドとの
　すき間

■ブレーキ･ディスク､ドラム

☆ブレーキ･パッドの摩耗

ディスクの摩耗､損傷

マスタ･シリンダ
の液漏れ
ホイール･シリン
ダの液漏れ
ディスク･キャリ
パの液漏れ

■ブレーキのマスタ･シリンダ､ホイール･シリンダ､ディスク･キャリパ
マスタ･シリンダ
の機能､摩耗､損傷
ホイール･シリンダ
の機能､摩耗､損傷
ディスク･キャリパ
の機能､摩耗､損傷

ドラムの摩耗､損傷

引きしろ（踏みしろ）

■パーキング･ブレーキ･レバー（ペダル）

パーキング･ブレーキ
の効き具合

遊び

■クラッチ･ペダル

切れたときの床板との
すき間

漏れ

■エンジン･オイル

★取付けの緩み

■ステアリング･ギヤ･ボックス

★緩み､がた､損傷

■ステアリングのロッド､アーム類

ボール･ジョイントのダ
スト･ブーツの亀裂､損傷

☆オイルの漏れ､量

■トランスミッション､トランスファ

☆連結部の緩み

■プロペラシャフト､ドライブ･シャフト

ドライブ･シャフトのユニバーサル･ジョ
イント部のダスト･ブーツの亀裂､損傷

★オイルの漏れ

■デファレンシャル

★オイルの量

漏れ､損傷､取付状態

■ブレーキ･ホース､パイプ

☆取付けの緩み､損傷､腐
　食
☆遮熱板の取付けの緩み､
　損傷､腐食

■エグゾースト･パイプ､マフラ

マフラの機能

緩み､損傷

■フレーム､ボデー
外廻り点検

下廻り点検室内点検エンジン･ルーム点検 日常点検
ブレーキ液の量/
　　　　　　バッテリ液の量
冷却水の量/
　　　エンジン･オイルの量

エンジンのかかり具合､異音

低速と加速の状態

ヘッドランプ､ストップ･ランプ､ウ
インカ･ランプ等の点灯､汚れ､損傷
ウインド･ウオッシャ液の量､噴射状態

ワイパの拭き取り状態

その他の点検項目等（特殊な装置）･交換部品

メンテナンスに関するアドバイス

指定整備記録簿（分解整備記録簿）

点検の結果及び整備の概要

☆印は１年   5,000km以下
★印は２年10,000km以下
◎印は点火プラグが白金プラグ又はイリジウム･プラグの場合は省略できる項目

の走行距離によって省略できる項目（

（ 自家

乗用
・

点検
良好

分解

交換

修理

調整

締付

清掃 省略

該当
なし給油（水）

レ
○

×

△
Ａ

Ｔ

Ｃ

Ｌ

Ｐ

依頼者（使用者）
の氏名又は名称

住　所

自動車登録番号又は車両番号

車台番号

別
表
６

次
回
の
定
期
点
検
は

　
　年

　
　月
で
す
。

　ご
来
店
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

二
年
間
保
存
。

注

事
業
場
控

注 : エンジン･ルーム､室内､足廻り､下廻り及び外廻りの各点検項目は法に定められた項目を示す。
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　軸
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光

　
　軸

光

　
　
　
　度

下 下

左・右 左・右
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kg cd

cd

cm

cm

cm

cd

cd

cm

cm

cm

テスタ・視認 テスタ・聴感

テスタ・聴感

テスタ・聴感

×100
前　 部　 霧　 灯前照灯（走行用・すれ違い用）

速 度 計 の 誤 差

指 示 針 の 振 れ

タ イ ヤ の 振 れ

良 ・ 否

サイド・スリップ
イン・アウト

mm
黒煙・粒子状物質

視認・テスタ

警　　 音　　 器

デシベル
定 常 走 行 騒 音

デシベル
近 接 排 気 騒 音

デシベル

cd

km/h

km/h
C 　  O

H 　  C
４　・２　・特殊

ppm

％

％
・

ｍ-１

構 

造

装

　
　

  

置

最低地上高
最大安定傾斜角度
最小回転半径

①
②
③
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳

原動機及び動力伝達装置
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
燃料装置及び電気装置
車枠及び車体
連結装置
乗車装置及び物品積載装置
前面ガラスその他の窓ガラス
騒音防止装置
ばい煙等の発散防止装置
灯火装置及び反射器
警報装置
指示装置
視野を確保する装置
走行距離計その他の計器
防火装置
内圧容器及びその附属装置
その他

自動車の種別

普通　・　小型　・　軽

車両重量 車両総重量

kg kg

用  　途

乗用 ・ 貨物 ・ 特種

原動機の型式

自家用・事業用の別

自家用　・　事業用

長　　さ

cm

車体の形状

箱型･バン･ステーションワゴン
キャブオーバ

車　　名

幅 高　　さ

cm cm

型　　式

総排気量又は定格出力

乗 車 定 員

人

燃料の種類

ガソリン・軽油
LPG・CNG･その他

kW
ℓ

そ　の　他

最大積載量

kg

受付 年　　　月　　　日

依頼者（使用者）
の氏名又は
名称及び住所

納車（完成）予定 月　　　日　　　時 （依頼者の依頼事項）

点 検 者 作　業　者 更新後の
有効期間

No.

年　　 月　　 日

初度登録年月又は初度検査年月

年　　　　 月

月年　　　　 日

検　　査　　の　　年　　月　　日

自　動　車　検　査　員　の　氏　名

保安基準適合証及び
保安基準適合標章の番号

保 安 基 準 適 合
標　章　交　付

有 ・ 無

限 定 保 安 基 準 適 合 証 の 番 号

検査機器等による検査 目視等による検査

自動車検査証､抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書の記載事項との照合

依頼者の氏名等

（備　考）

＋・－

足廻り点検
☆タイヤの空気圧（スペ
　アタイヤ含む）

■ホイール

☆タイヤの亀裂･損傷
☆タイヤの溝の深さ､異
　常な摩耗
☆ボルト､ナットの緩み

★フロント･ホイール･ベ
　アリングのがた
★リヤ･ホイール･ベアリ
　ングのがた

パーキング･
ブレーキ･
レバー

プロペラ・
シャフト

ドライブ･シャフト

パワー･
ステアリング･
ベルト

ファン･ベルト

エンジン

フューエル･タンク

スパーク･プラグ

ブレーキ･ペダル

クラッチ･ペダル

バッテリ

エア･クリーナ･
エレメント

マスタ･
シリンダ

ディスク･
キャリパ

ブレーキ･ペダル

ホイール･
シリンダ

ブレーキ･ホース

トランスミッション

デファレンシャル

エグゾースト･パイプ

マフラ

【記録簿への記載事項】

①車名及び型式

②車台番号

③原動機の型式

④自動車登録番号又は車両番号

⑤点検及び整備並びに検査の概要

⑥検査の年月日

⑦自動車検査員
　の氏名

⑧保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号

⑨依頼者の氏名又は名称及び住所

� 適合証等再交付の取扱い
◎	保安基準適合証等を交付後に、滅失し、棄損し又はその識別が困難となった
とき（滅失等）で、継続検査、分解整備検査及び新規検査を申請する場合の

［法令で定める記録簿への記載事項］
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再交付の取扱いは下記による。〈保適再交付の取扱い〉
　⑥	指定整備記録簿に再交付した適合証等番号を次の例により朱書きで付記す
ること。

　　▪「適合証第○○○号再交付」
　　▪「標章第○○○号再交付」
　　▪「限定適合証第○○○号再交付」

制　　　　動　　　　力

前

　
　
　
　軸

後

　
　
　
　軸

右

右

左

左

計

手　動

走行テスト
等の方法と
結果

kg
(N)

kg
(N)

kg
(N)

kg
(N)
kg
(N)
kg
(N)

車両重量

軸重

軸重 左右差

左右差

右 左
取
付
高
さ

光

　
　軸

光

　
　
　
　度

下 下

左・右 左・右

主×100

副×100

主×100

副×100

kg
(N)

kg

kg

％
(　)Ｎ
kg

％
(　)Ｎ
kg

％
(　)Ｎ
kg

％
(　)Ｎ
kg

％
(　)Ｎ
kg

kg
(N)

kg cd

cd

cm

cm

cm

cd

cd

cm

cm

cm

テスタ・視認 テスタ・聴感

テスタ・聴感

テスタ・聴感

×100
前　 部　 霧　 灯前照灯（走行用・すれ違い用）

速 度 計 の 誤 差

指 示 針 の 振 れ

タ イ ヤ の 振 れ

良 ・ 否

サイド・スリップ
イン・アウト

mm
黒煙・粒子状物質

視認・テスタ

警　　 音　　 器

デシベル
定 常 走 行 騒 音

デシベル
近 接 排 気 騒 音

デシベル

cd

km/h

km/h
C 　  O

H 　  C
４　・２　・特殊

ppm

％

％
・

ｍ-１

構 

造

装

　
　

  

置

最低地上高
最大安定傾斜角度
最小回転半径

①
②
③
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳

原動機及び動力伝達装置
走行装置
操縦装置
制動装置
緩衝装置
燃料装置及び電気装置
車枠及び車体
連結装置
乗車装置及び物品積載装置
前面ガラスその他の窓ガラス
騒音防止装置
ばい煙等の発散防止装置
灯火装置及び反射器
警報装置
指示装置
視野を確保する装置
走行距離計その他の計器
防火装置
内圧容器及びその附属装置
その他

自動車の種別

普通　・　小型　・　軽

車両重量 車両総重量

kg kg

用  　途

乗用 ・ 貨物 ・ 特種

原動機の型式

自家用・事業用の別

自家用　・　事業用

長　　さ

cm

車体の形状

箱型･バン･ステーションワゴン
キャブオーバ

車　　名

幅 高　　さ

cm cm

型　　式

総排気量又は定格出力

乗 車 定 員

人

燃料の種類

ガソリン・軽油
LPG・CNG･その他

kW
ℓ

そ　の　他

最大積載量

kg

受付 年　　　月　　　日

依頼者（使用者）
の氏名又は
名称及び住所

納車（完成）予定 月　　　日　　　時 （依頼者の依頼事項）

点 検 者 作　業　者 更新後の
有効期間

No.

年　　 月　　 日

初度登録年月又は初度検査年月

年　　　　 月

月年　　　　 日

検　　査　　の　　年　　月　　日

自　動　車　検　査　員　の　氏　名

保安基準適合証及び
保安基準手記号標章の番号

保 安 基 準 適 合
標　章　交　付

有 ・ 無

限 定 保 安 基 準 適 合 証 の 番 号

検査機器等による検査 目視等による検査

自動車検査証､抹消登録証明書又は自動車検査証返納証明書の記載事項との照合

依頼者の氏名等

（備　考）

＋・－

【記録簿への記入】

適合証第○○○号再交付

◎ 指定整備記録簿に再交付した適合証等番号を、次の例により朱書きで付記する
　▪「適合証第○○○号再交付」
　▪「標章第○○○号再交付」
　▪「限定適合証第○○○号再交付」

保安基準適合証及び
保安基準手記号標章の番号

保 安 基 準 適 合
標　章　交　付

有 ・ 無

限 定 保 安 基 準 適 合 証 の 番 号

適合証第○○○号再交付

［法令で定める記録簿への記載事項］
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目　次
　1紙による保安基準適合証等交付時の取扱い	 	216
　2電磁的方法による保安基準適合証等交付時の取扱い	 	246

１ 紙による保安基準適合証等交付時の取扱い

◎�保安基準適合証（適合証）及び保安基準適合標章（標章）への記載は、ワン
ライティング方式であるので上葉となっている保安基準適合証（控）にボー
ルペン等で記載すること。なお、限定保安基準適合証（控）として使用する
場合もボールペン等で記載すること。〈保適の取扱い・別紙１－２（1）〉

◎�保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の記載事項を訂
正する場合には、指定事業者又は委任を受けたものの印をもって行うこと。

〈指定の業取り・24条－１項－１号〉

◎�保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の自動車検査員
の氏名欄には、当該自動車検査員が自筆で署名し押印すること。

〈指定の業取り・24条－１項－２号〉

◎�その他注意点〈関ブロマニュアル〉
　①�整備命令が発令されている車両については、運輸支局等へ整備命令書と車
両を提示し、確認を受けてから指定整備を行うようにする。

　②�点検・整備の実施後、使用者の希望等により一旦返却した車両について、
再入庫があった場合、以前行った点検・整備は無効となり、検査のみを行
い保安基準適合証を交付することはできない。

　③�指定整備事業の対象車種であること。
　④保安基準に適合していること。特に不正改造車に注意。
　⑤当該事業場で点検整備の全部が行われていること
　　※�ラジーエータの修理、エア・マスターの修理等、一部は外注作業でもよい。
　⑥ �CNG車は、CNG自動車に関する講習を修了している自動車検査員の証明
であること。

第２章　保安基準適合証等の記載要領

第
２
章

第
２
章

保
安
基
準
適
合
証
等
の
記
載
要
領

保
安
基
準
適
合
証
等
の
記
載
要
領
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第
２
章

第
２
章

保
安
基
準
適
合
証
等
の
記
載
要
領

保
安
基
準
適
合
証
等
の
記
載
要
領

�保安基準適合証及び限定保安基準適合証
◎�保安基準適合証又は限定保安基準適合証を交付する場合、いずれかに○を付
す。〈関ブロマニュアル〉

番　号 平成　　　年　　　月　　　日交付

指定自動車整備
事業者の氏名又
は名称

事業場の名称及
び所在地

印

次の自動車が道路運送車両の保安基準に適合していることを証明する

検査の年月日

自動車検査員の氏名

平成　　　年　　　月　　　日

印

自動車登録番号
又は車両番号

車　台　番　号

氏名又は名称

住　　所

乗　車　定　員

用　　　　途

保　険　期　間

使

　用

　者

最 大 積 載 量

車 両 総 重 量

平成　　　年　　　月　　　日から平成　　年　　月　　日まで

kg

kg

注１．保安基準適合証の有効期間は、検査の日から15日間とする。
　２．限定保安基準適合証は、有効な限定自動車検査証とともに提出すること。

指　定　番　号

最終の検査申請日

証明書番号 保 険 会 社

年　　　月　　　日

走行距離表示値 00km　mile

保　保 安 基 準 適 合 証（ 控 ）
限　限定保安基準適合証（ 控 ）

保
限

◎いずれかに○を付す

【保安基準適合証もしくは限定保安基準適合証】

保　保 安 基 準 適 合 証（ 控 ）
限　限定保安基準適合証（ 控 ）

保
限

［紙による保適交付］
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《番号及び交付年月日》
◎�指定事業者における適合証の交付順による暦年又は年度ごとで、電磁的方法
による保安基準適合証の提供時と重複しない一連番号（交付番号）を記載す
ること。〈保適の取扱い・別紙１－２（3）〉

◎交付者が交付する年月日を記載する。〈関ブロマニュアル〉

番　号 平成　　　年　　　月　　　日交付

指定自動車整備
事業者の氏名又
は名称

事業場の名称及
び所在地

印

次の自動車が道路運送車両の保安基準に適合していることを証明する

検査の年月日

自動車検査員の氏名

平成　　　年　　　月　　　日

印

自動車登録番号
又は車両番号

車　台　番　号

氏名又は名称

住　　所

乗　車　定　員

用　　　　途

保　険　期　間

使

　用

　者

最 大 積 載 量

車 両 総 重 量

平成　　　年　　　月　　　日から平成　　年　　月　　日まで

kg

kg

注１．保安基準適合証の有効期間は、検査の日から15日間とする。
　２．限定保安基準適合証は、有効な限定自動車検査証とともに提出すること。

指　定　番　号

最終の検査申請日

証明書番号 保 険 会 社

年　　　月　　　日

走行距離表示値 00km　mile

保　保 安 基 準 適 合 証（ 控 ）
限　限定保安基準適合証（ 控 ）

◎交付順による暦年又は年度ごとの一連番号を記載する
　※電磁的方法による保安基準適合証の提供時と重複しないこと
◎交付者が交付する年月日を記載する

【交付番号欄】

１２３４番　号 平成　　　年　　　月　　　日交付３０ １１ ７

１２３４ 30 11 ７

［紙による保適交付・番号及び交付年月日］
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《指定事業者の氏名又は名称及び所在地等》
◎�事業者の押印（指定整備記録簿との契印を含む）は、適合証発行の際、その
印を管理するものが、当該適合証に自動車検査員の証明（署名及び押印）の
あることを確認の上その都度行うこと。〈保安基準適に関する不正使用の防止・１（2）〉
◎�ゴム印により各葉ごとに押印しても差し支えない。〈保適の取扱い・別紙１－２（5）〉
◎�交付印は、一定のものを使用し、不正に使用されることがないよう交付者自
身が確実に保管する。〈関ブロマニュアル〉
◎�交付印を変更する場合、届け出の必要はない。ただし、変更した年月日を明
確にする。また、交付印の取扱いについては管理規程等において明確に定め
る。〈関ブロマニュアル〉

番　号 平成　　　年　　　月　　　日交付

指定自動車整備
事業者の氏名又
は名称

事業場の名称及
び所在地

印

次の自動車が道路運送車両の保安基準に適合していることを証明する

検査の年月日

自動車検査員の氏名

平成　　　年　　　月　　　日

印

自動車登録番号
又は車両番号

車　台　番　号

氏名又は名称

住　　所

乗　車　定　員

用　　　　途

保　険　期　間

使

　用

　者

最 大 積 載 量

車 両 総 重 量

平成　　　年　　　月　　　日から平成　　年　　月　　日まで

kg

kg

注１．保安基準適合証の有効期間は、検査の日から15日間とする。
　２．限定保安基準適合証は、有効な限定自動車検査証とともに提出すること。

指　定　番　号

最終の検査申請日

証明書番号 保 険 会 社

年　　　月　　　日

走行距離表示値 00km　mile

保　保 安 基 準 適 合 証（ 控 ）
限　限定保安基準適合証（ 控 ）

保
限

◎ゴム印により各葉ごとに押印しても差し支えない
　※交付印は、一定のものを使用する

【指定事業者の氏名又は名称及び所在地等】

指定自動車整備
事業者の氏名又
は名称

事業場の名称及
び所在地

印

株式会社　公論モータース
代表取締役　鈴木　一郎

株式会社　公論モータース　上野店
東京都台東区上野３－１－８
交付権限受任者　豊田　小五郎

事
業
場

管
理
責

任
者
印

株式会社　公論モータース
代表取締役　鈴木　一郎

株式会社　公論モータース　上野店
東京都台東区上野３－１－８
交付権限受任者　豊田　小五郎

事
業
場

管
理
責

任
者
印
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検査結果等…160
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サイド・スリップ…186
作業指示…145
作業場等の基準の解釈…129
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指定記録簿の記載事項等…90
自家用・事業用等の別…25
自家用自動車…43
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軸重…48
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指定事業者の氏名又は名称

及び所在地等…219
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自動車検査員による点検時…113
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自動車検査員の証明…220
自動車検査員の服務…117
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…14
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車体の形状…41
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…28
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車両重量…5, 48
車両総重量…46
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…46
証明書番号及び保険会社…233
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前照灯…173
全部共用…212
前部霧灯…182
●そ●
走行距離計表示値…236
走行用前照灯…173
速度計の誤差…183
速度表示灯の誤差…186
その他の点検項目等（特殊な装置）・

主な交換部品…159
●た●
タイヤの振れ…186
打刻の確認…29
●ち●
チェック記号…147
●て●
定期点検間隔…53
定常走行騒音…191
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特殊な装置…159
特定指定…212
●な●
内圧容器…6
長さ、幅及び高さ…38
●に●
日常点検…156
ニュートン（N）表示テスタによる

記載方法…162
●ね●
燃料タンクの個数及び容量…50
燃料タンク容量算定…51
燃料の種類…42
●は●
破壊試験を行っていない

装置を備える自動車…50
爆発性液体又は高圧ガスを

運送するタンク自動車…49
罰則の適用…132
番号及び交付年月日…218
●ひ●
備考欄…207
●ふ●
封印の滅失時等…14
複数の検査員による点検・検査時

…208
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《関連書籍のご案内》
� 自動車検査ハンドブック 平成 30 年版
　（毎年４月発売）
　 　自動車の継続検査に必要な保安基準・審査

事務規程をまとめたものです。
　 　保安基準第１条～第55条及びそれに則した審

査事務規程を収録。分かりにくい規定を、弊社

独自のイラスト等で分かりやすく解説

　［定価2,000円／平成30年４月発行］

　※文字を大きくしたワイド版もあります。

　［定価2,000円／平成30年４月発行］

平成 30 年版

� 保安基準と審査事務規程と解説 平成 30 年版
　（毎年４月発売）
　 　小社は、保安基準を分かりやすくするため、

原文を編集した自動車検査ハンドブック等を
発行しています。

　 　しかし、「保安基準の適否について、最終的
には原文で確認する必要があります！」必ず
ハンドブックと併せて保安基準＆審査事務規
程の原文＋解説を収録した本書を使用してく
ださい。

　［定価 3,000 円／平成 30 年４月発行］

保安基準と審査事務規程と解説

平成 30年版

道路運送車両の保安基準
　（最終改正：平成 30年１月 31日、国土交通省令 第５号）

独立行政法人自動車技術総合機構 審査事務規程
（最終改正：平成 29年 11月 22日、第 14次改正）

�  図解自動車の用途区分と特種用途自動車の構
造要件

　 　本書は、自動車整備士や自動車検査員の方を

対象に、自動車の用途区分及び特種用途自動車

の継続検査に必要な構造要件をまとめたもので

す。また、「乗用自動車から貨物用自動車へ構造

等変更検査を行った実例」及び「登録されてい

るキャンピング車の判定例」を収録しています。

　［定価 3,000 円／平成 30 年５月発刊］

［PR］
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�自動車打刻位置ハンドブック 平成 30 年版
　 　本書は、10年分の乗用自動車（国産及び輸

入車）、貨物用自動車（国産のみ）の自動車の
車台番号と原動機型式の打刻位置を、イラス
トにより分かりやすく図解したものです。車
台番号・原動機の打刻について、記載されて
いるものと同一であるかの確認が点検＆検査
時には必ず必要となります。

　［定価2,000円／平成30年２月発行］

［平成 30 年２月発行］

自動車打刻位置自動車打刻位置
ハンドブックハンドブック

車台番号＆原動機型式

平成 19年１月～平成 29 年 10 月

平成30年版平成30年版

�車検○×写真集 ＶＯＬ . １
　 　保安基準に適合・不適合の判定の難しいグ

レーゾーンの自動車部品を実車に装着し、そ
の適否のポイントを関係法令とともに分かり
やすく解説したものです。

　 　判定が難しい事例については、実車（改造車）
を検査場に持ち込んで検査官に判定してもら
いました！

　［定価2,500円／平成24年１月発行］

�車検○×写真集 ＶＯＬ . ２
　 　待望の第二弾がついに登場！
　 　今回はプリウス30系、ジムニー JB23のよ

くあるグレーゾーン改造の○×判定事例を解
説！ジムニーのバンパ交換っていいの？自作
灯火は？など、完全解説！さらに、貨物車の
側方灯、側方反射器の装着パターン別の○×
を写真で解説。

　［定価2,500円／平成26年10月発行］

［PR］
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�不正改造防止ガイドブック（第２版）
　審査規程第58次改正収録版
　 　保安基準・審査規程の重要な項目をイラス

トにより分かりやすく解説しています。
　 　文章だけでは保安基準を理解できない…と

いう方はぜひ本書をご覧になってください。
対象は乗車定員10人以下の乗用車としていま
す。

　［定価2,000円／平成24年７月発行］
第２版

58

－平成24年７月発行－

�保安基準 図解○×集
　－乗用車編（第二版）－
　 　保安基準に適合する（○）事例と適合しな

い（×）事例を分かりやすく図で解説したも
のです。そのため詳しい説明は省き、文章を
なるべく少なくしています。保安基準の知識
があまりない方でも、適否が分かるように編
集しています。お客様への説明用にいかがで
すか？

　［定価2,000円／平成28年８月発行］

�保安基準 図解○×集
　－貨物車編－
　 　保安基準に適合する（○）事例と適合しな

い（×）事例を分かりやすく図で解説したも
のです。そのため詳しい説明は省き、文章を
なるべく少なくしています。保安基準の知識
があまりない方でも、適否が分かるように編
集しています。お客様への説明用にいかがで
すか？

　［定価2,800円／平成25年11月発行］

［PR］
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�排ガス装置の点検マニュアル ＶＯＬ . １～４
　 　点検未実施は怖い！最近の車…EGRは付い

ている？ PCVバルブはドコ？という疑問があ
ります。しかし、記録簿に記載されている排
ガス装置の位置・有無等を車種別に図解した
本書で解決！法定点検項目の判定基準値も収
録！現在Vol.4まで発刊。

　［ 定価各2,500円／発行日Vol.１平成25年４月、
Vol.２平成26年10月、Vol.３平成27年12月、
Vol.４平成28年11月］

�二輪自動車検査ハンドブック
　平成 30 年版（2018･19）
　 　二輪自動車の継続検査に必要な保安基準・

審査規程を収録しています。
　 　関係法令（指定部品等について他）、技術情

報の他に、付録として「二輪自動車の保安基
準図解○×集」を収録しています。

　［定価3,000円／平成30年６月発行］
保安基準

審査事務規程
関係法令
技術情報

平成28・29年版

二輪自動車
検査

�二輪車打刻位置ハンドブック
　 　二輪車の車台番号と原動機型式の打刻位置

を収録している日本で唯一の本です。
　 　国産118車種、輸入車24車種の打刻位置をイ

ラスト、写真で解説。また、車名が不明でも、
車体形状等から打刻位置が分かります。

　［定価1,500円／平成19年12月発行］
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